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(57)【要約】
【課題】複数の系統で並列に無線電力伝送を行う場合に
、無線電力伝送装置を安全に保護する。
【解決手段】本発明の一態様としての無線電力伝送装置
は、複数の送電器と、複数の送電コイル部と、複数の受
電コイル部と、複数の受電器と、制御器を備える。複数
の送電器は、交流電力を生成する。複数の送電コイル部
は、複数の送電器で生成された交流電力に応じた磁界を
生成する。複数の受電コイル部は、複数の送電コイル部
で生成される磁界と結合することにより、交流電力を受
電する。複数の受電器は、複数の受電コイル部で受電さ
れた交流電力を変換し、変換された電力を出力する。制
御器は、前記複数の送電器のうち一部の送電器を停止さ
せる場合に、前記一部の送電器以外の残りの送電器に対
応する前記受電器の起動と、前記一部の送電器に対応す
る前記受電器の全部または一部の起動とを、前記一部の
送電器を停止させた後も維持するように制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電力を生成する複数の送電器と、
　前記複数の送電器で生成された前記交流電力に応じた磁界を生成する複数の送電コイル
部と、
　前記複数の送電コイル部にそれぞれ対応し、前記複数の送電コイル部で生成される磁界
と結合することにより、前記交流電力を受電する複数の受電コイル部と、
　前記複数の受電コイル部で受電された前記交流電力を変換し、変換された電力を出力す
る複数の受電器と、
　前記複数の送電器と前記複数の受電器とを制御する制御器と、を備え、
　前記制御器は、前記複数の送電器のうち一部の送電器を停止させる場合に、前記一部の
送電器以外の残りの送電器に対応する前記受電器の起動と、前記一部の送電器に対応する
前記受電器の全部または一部の起動を、前記一部の送電器を停止させた後も維持するよう
に制御する
　無線電力伝送装置。
【請求項２】
　前記制御器は、前記一部の送電器に対応する前記受電器に接続された前記受電コイル部
と、前記残りの送電器に対応する前記送電コイル部との間の結合係数に応じて、前記一部
の送電器に対応する前記受電器の起動を維持するかを決定する
　請求項１に記載の無線電力伝送装置。
【請求項３】
　前記制御器は、
　前記結合係数が閾値以上の前記受電コイル部に対応する前記受電器の起動を維持するこ
とを決定し
　前記結合係数が閾値未満の前記受電コイル部に対応する前記受電器を停止することを決
定する
　請求項２に記載の無線電力伝送装置。
【請求項４】
　前記制御器は、前記複数の受電器から出力された前記電力を用いて動作する負荷装置の
要求電力を表す情報を取得し、前記情報に基づき前記負荷装置の要求電力の減少を検出し
た場合に、前記複数の送電器の一部を停止するよう制御する
　請求項１ないし３のいずれか一項に記載の無線電力伝送装置。
【請求項５】
　前記制御器は、前記交流電力の伝送を開始する場合、前記複数の受電器の起動が完了す
るまで、前記複数の送電器を停止させておき、前記複数の受電器の起動が完了した後、前
記複数の送電器を起動するよう制御する
　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の無線電力伝送装置。
【請求項６】
　前記送電器は、複数の副送電器を含み、
　前記送電コイル部は、複数の副送電コイル部を含み、
　前記受電コイル部は、複数の副受電コイル部を含み、
　前記受電器は、複数の副受電器を含み、
　前記送電器ごとに、前記複数の副送電器に流れる電流の振幅の総和を抑制するように前
記複数の副送電器で生成する交流電力の振幅および位相を制御する
　請求項１ないし５のいずれか一項に記載の無線電力伝送装置。
【請求項７】
　前記送電器毎に前記交流電力の周波数が異なる
　請求項６に記載の無線電力伝送装置。
【請求項８】
　前記複数の受電器から出力された前記電力を用いる負荷装置
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　をさらに備えた請求項１ないし７のいずれか一項に記載の無線電力伝送装置。
【請求項９】
　前記負荷装置は、前記電力を消費する抵抗体または前記電力を充電するバッテリーであ
る
　請求項８に記載の無線電力伝送装置。
【請求項１０】
　複数の受電コイル部と、前記複数のコイル部で受電された交流電力を変換する複数の受
電器とを含む受電装置に対する送電装置であって、
　交流電力を生成する複数の送電器と、
　前記複数の受電コイル部にそれぞれ対応し、前記複数の送電器で生成された前記交流電
力に応じた磁界を生成し、前記磁界を前記複数の受電コイル部に結合することにより、前
記交流電力を送電する複数の送電コイル部と、
　前記複数の送電器のうち一部の送電器を停止させる場合に、前記一部の送電器以外の残
りの送電器に対応する前記受電器の起動と、前記一部の送電器に対応する前記受電器の全
部または一部の起動を、前記一部の送電器を停止させた後も維持するように制御する送電
制御器と
　を備えた送電装置。
【請求項１１】
　交流電力を生成する複数の送電器と、前記複数の送電器で生成された前記交流電力に応
じた磁界を生成する複数の送電コイル部とを含む送電装置に対する受電装置であって、
　前記複数の送電コイル部にそれぞれ対応し、前記複数の送電コイル部で生成される磁界
と結合することにより、前記交流電力を受電する複数の受電コイル部と、
　前記複数のコイル部で受電された交流電力を変換し、変換された電力を出力する複数の
受電器と、
　前記複数の送電器のうち一部の送電器を停止させる場合に、前記一部の送電器以外の残
りの送電器に対応する前記受電器の起動と、前記一部の送電器に対応する前記受電器の全
部または一部の起動とを、前記一部の送電器を停止させた後も維持するように制御する受
電制御器と
　を備えた受電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、無線電力伝送装置、送電装置および受電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　送電側のコイルから受電側のコイルへ、高周波エネルギーを無線で伝送する無線電力伝
送装置が知られている。送電側から受電側へ無線でエネルギーを供給できるため、利便性
が向上し、有線の場合に問題となる接触不良がなくなる利点がある。また、人の往来のあ
る通路付近で用いる場合には、ケーブルで人がつまずくことがなくなるため、安全性も向
上する。
【０００３】
　無線電力伝送装置の構成例として、高周波エネルギーを供給する送電器を送電側に配置
し、受電側に充電器を配置する。送電器が供給する高周波エネルギーを送電コイルから受
電側のコイルに伝送し、充電器は、受電コイルで受電した高周波エネルギーを直流に変換
等して、蓄電池に供給する。このような無線電力伝送装置において、充電停止の時に、送
電器より先に充電器を停止させた場合、送電器への反射電力で送電器が損傷したり、充電
器の入力電圧が急上昇することにより充電器が損傷したりする。そこで、充電器よりも先
に、送電器を停止させることで、装置を安全に保護する制御方法が提案されている。
【０００４】
　無線電力伝送装置の他の構成例として、送電側に送電器および送電コイルの組を複数配
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置し、受電側にも受電コイルと充電器の組を複数配置して、複数系統で並列に送電側から
受電側に無線電力伝送を行うものがある。この無線電力伝送装置では、送電の途中に、要
求充電電力が小さくなった場合に、一部の系統を用いて、無線電力伝送を行うことで、送
電電力を小さくすることもできる。この際、使用しない系統の送電器および充電器の制御
（停止等）をどのように行えば、充電器の損傷を抑えて、装置を安全に保護できるかは、
従来技術では提案されていない。前述した制御方法は、１系統の場合の無線電力伝送装置
に適用可能な方法であり、複数系統の場合には適用できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許登録第４４７８７２９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施形態は、複数系統で並列に無線電力伝送を行う場合に無線電力伝送装置を
安全に保護することを可能にした無線電力伝送装置、送電装置および受電装置を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様としての無線電力伝送装置は、複数の送電器と、複数の送電コイル部と
、複数の受電コイル部と、複数の受電器と、制御器とを備える。
【０００８】
　前記複数の送電器は、交流電力を生成する。
【０００９】
　前記複数の送電コイル部は、前記複数の送電器で生成された前記交流電力に応じた磁界
を生成する。
【００１０】
　前記複数の受電コイル部は、前記複数の送電コイル部にそれぞれ対応し、前記複数の送
電コイル部で生成される磁界と結合することにより、前記交流電力を受電する。
【００１１】
　前記複数の受電器は、前記複数の受電コイル部で受電された前記交流電力を変換し、変
換された電力を出力する。
【００１２】
　前記制御器は、前記複数の送電器と前記複数の受電器とを制御する。前記制御器は、前
記複数の送電器のうち一部の送電器を停止させる場合に、前記一部の送電器以外の残りの
送電器に対応する前記受電器の起動と、前記一部の送電器に対応する前記受電器の全部ま
たは一部の起動を、前記一部の送電器を停止させた後も維持するように制御する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態に関わる無線電力伝送装置のブロック図。
【図２】送電器の構成例を示す図。
【図３】送電コイル部および受電コイル部の詳細な構成例を示す図。
【図４】送電コイル部と受電コイル部の配置例を示す図。
【図５】受電器の構成例を示す図。
【図６】送電器と受電器に対する制御の一例を説明する図。
【図７】送電器と受電器に対する制御の他の例を説明する図。
【図８】第２の実施形態に係る動作のフローチャートを示す図。
【図９】第２の実施形態に係る無線電力伝送装置のブロック図。
【図１０】第３の実施形態に係る無線電力伝送装置のブロック図。
【図１１】各実施形態を鉄道に適用する例を説明する図。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
【００１５】
（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態に関わる無線電力伝送装置のブロック図である。この無線電力伝送
装置は、無線で電力を送電する送電装置と、当該電力を受電する受電装置とを具備する。
送電装置は、商用電源等の交流電源１００に接続されている。
【００１６】
　送電装置は、送電器１０１、１０２（送電器１、２）と、送電コイル部１０３、１０４
（送電コイル部１、２）と、送電制御器１１０とを備える。この送電装置は、交流電源１
００から出力される交流電圧に基づき、送電器１０１、１０２で交流電流（交流電力）を
生成して送電コイル部１０３、１０４に供給する。送電コイル部１０３、１０４でこの交
流電流に応じた磁界が発生し、この磁界を、対向配置された受電装置の複数の受電コイル
部１０５、１０６に結合させることで、無線で電力を伝送する。送電制御器１１０は、送
電器１および送電器２を制御（起動、停止、交流電流の周波数および振幅等の調整）する
制御器である。送電制御器１１０は、任意の回路によって構成できる。回路は、ＣＰＵ等
のプロセッサ、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣなど、その形態を問わない。
【００１７】
　受電装置は、受電コイル部１０５、１０６（受電コイル部１、２）と、受電器１０７、
１０８（受電器１、２）と、受電制御器１１１と、負荷装置１０９とを備える。この例で
は、負荷装置１０９が受電装置の構成要素であるが、負荷装置１０９が受電装置に外部接
続されてもよい。複数の受電コイル部１０５、１０６で受けた磁界に応じた交流電流が発
生し、この交流電流を、受電器１０７、１０８に供給する。受電器１０７、１０８で交流
電流を直流に変換等して、負荷装置１０９に出力する。負荷装置１０９は、受電器１０７
、１０８から供給される電力を消費する抵抗機器または当該電力を充電するバッテリーで
ある。バッテリーの場合、受電器は、充電器に相当する。受電制御器１１１は、受電器１
、２を制御（起動、停止、昇降圧調整等）する制御器である。受電制御器１１１は、任意
の回路によって構成できる。回路は、ＣＰＵ等のプロセッサ、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣなど、
その形態を問わない。
【００１８】
　送電器１（１０１）、送電コイル部１（１０３）、受電コイル部１（１０５）および受
電器１（１０７）は、１つの系統を形成する。送電器２（１０２）、送電コイル部２（１
０４）、受電コイル部２（１０６）および受電器２（１０８）は、別の１つの系統を形成
する。系統ごとに送電が行われる。図１の無線電力伝送装置は２つの系統を備えて、２並
列で無線電力伝送を行うことができる。
【００１９】
　以下、各構成要素について詳細に説明する。
【００２０】
　送電器１０１、１０２は、それぞれケーブル等の電線を介して、交流電源１００に接続
されている。交流電源１００の例として、商用電源がある。商用電源は、例えば、周波数
５０Ｈｚまたは６０Ｈｚであって、単相１００Ｖや３相２００Ｖの交流電圧を出力する装
置である。交流電源１００は、任意の電源で構わない。送電器１０１、１０２は、交流電
源１００が出力する交流電圧に基づき、交流電力（交流電流）として、高周波電力（また
は高周波電流）を生成および出力する。高周波電力（高周波電流）は、例えば周波数２０
ｋＨｚまたは１ＭＨｚなどの高周波の電力（電流）である。この周波数が、無線電力伝送
の周波数となる。
【００２１】
　送電器１０１、１０２はそれぞれ別個の交流電源から交流電圧を供給されてもよいし、
共通の同じ交流電源から交流電圧を供給されてもよい。図１の交流電源１００は、これら
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のいずれの形態も含む。本実施形態では、送電器が生成する交流電流は、高周波電流であ
るが、交流電流である限り、高周波電流と呼ばれるものでなくてもかまわない。各送電器
から出力される高周波電流の周波数は同一または略同一である。ただし、これらの周波数
が互いに異なってもかまわない。
【００２２】
　各送電器の動作の起動（オン）・停止（オフ）、また各送電器が生成する高周波電流の
振幅および位相は、送電制御器１１０により制御される。送電制御器１１０は無線通信回
路を備え、この回路を用いて、受電制御器１１１と無線通信可能である。これにより受電
制御器１１１および送電制御器１１０間で、制御情報を共有できる。無線通信の方式は、
無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）など、一般的な無線通信規格でもよいし、独自の無線通信規格でもよい。
【００２３】
　送電器１、２のそれぞれは、例えばコンバータとインバータから構成されることができ
る。この場合における送電器（送電器１、２の任意の一方）の構成例を図２に示す。送電
器１、２のいずれも、図２に示す構成の回路を有する。コンバータ１３１の入力は交流電
源１００に接続され、出力は、インバータ１３２に接続される。インバータ１３２の出力
は、送電コイル部（１０３または１０４）に接続される。コンバータ１３１によって、商
用電源の交流電力を直流電力に変換する。そして、インバータ１３２によって、当該直流
電力を、任意の周波数の高周波電力に変換する。変換後の高周波電力が送電コイル部（１
０３、１０４）に供給される。
【００２４】
　送電コイル部１０３、１０４は、それぞれケーブル等の電線を介して、送電器１０１、
１０２に接続されている。送電コイル部１０３、１０４は、それぞれ少なくとも１つのコ
イルを含む。送電コイル部は、共振子と呼ばれることもある。コイル部は、コイルそのも
のものでもよいし、コイル以外の要素を含んでもよい。
【００２５】
　例えば、図３（Ａ）に示すように、コイル２９２の一端側に容量２８２を直列に接続し
てもよい。容量２８２を、図３（Ａ）とは反対側、すなわち、コイル２９２の他端側に直
列接続してもよい。図２（Ｂ）に示すように、コイル２９２の両側に容量２８２ａ、２８
２ｂを接続してもよいし、図２（Ｃ）に示すように、複数のコイル２９２ａ、２９２ｂを
直列に接続し、さらに容量２８２ａを直列に接続してもよい。また、コイル２９２、２９
２ａ、２９２ｂは、磁性体コアに巻き付けてもよい。ここで説明した以外の構成でもよい
。コイル形状としては、スパイラル巻、ソレノイド巻など、磁界結合が可能な任意の巻き
方でよい。
【００２６】
　送電コイル部１０３、１０４は、送電器１０１、１０２から出力される高周波電流を受
け、磁界を発生させる。送電コイル部１０３、１０４は、受電側の受電コイル部１０５、
１０６と空間を介して磁気的に結合する。これにより、高周波エネルギーを受電装置へ伝
達させる。
【００２７】
　受電コイル部１０５、１０６は、送電コイル部１０３、１０４と磁気結合し、送電コイ
ル部１０３、１０４から高周波エネルギーを受ける。
【００２８】
　送電コイル部１０３、１０４および受電コイル部１０５、１０６は、空間を介して磁気
結合可能であれば、任意の配置でよい。
【００２９】
　図４（Ａ）および図４（Ｂ）に、送電コイル部と、受電コイル部との配置例を示す。こ
こでは、送電コイル部および受電コイル部をそれぞれ２つ配置した例を示している。送電
コイル部および受電コイル部として、磁性体コアにコイルを巻き付けたものを用いている
。図４（Ａ）のように、送電コイル部の開口面を、受電コイル部の開口面と対向させるよ
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うに配置してもよい。または、図４（Ｂ）のように、送電コイル部の側面と、受電コイル
部の側面が互いに対向するように配置してもよい。図４（Ｃ）には、平面状に巻いた２つ
のコイル（スパイラルコイル）を送電側および受電側にそれぞれ配置し、開口面が対向す
るようにこれらのコイルを配置している。図４（Ａ）から図４（Ｃ）のいずれの場合も、
図示の破線で示すように、送受電コイル部間で磁界結合することにより、無線で電力が伝
送される。
【００３０】
　受電器１０７、１０８は、それぞれケーブル等の電線を介して、受電コイル部１０５、
１０６に接続されている。受電器１０７、１０８は、受電コイル部１０５、１０６から高
周波電流（高周波電力）を受ける。受電器１０７、１０８は、高周波電力を、負荷装置１
０９で利用可能な形態の電力（直流電力等）へ変換し、変換後の負荷装置１０９へ電力を
伝達させる。
【００３１】
　図５は、受電器の構成例を示す。受電器１０７、１０８は、いずれも図５の構成を有す
る。受電器は、整流回路１７１と、昇降圧回路（ＤＣ－ＤＣコンバータ）１７２とを備え
る。整流回路１７１は、受電コイル部で発生した高周波電流を入力とし、高周波電流を直
流電流に変換する。これにより整流回路１７１からは一定の直流電圧が出力される。昇降
圧回路１７２は、整流回路１７１から出力される一定の直流電圧を入力として、負荷装置
１０９で利用可能な電圧（当該一定の直流電圧よりも高い、あるいは、同一、あるいは、
低い電圧）を出力する。昇降圧回路１７２の後段には、負荷装置１０９が接続される。な
お、ここでは、受電コイル部からの出力電力を変換する例として、受電コイル部からの出
力を直流に変換し、かつこの直流の電圧を昇圧または降圧する場合を示したが、これに限
定されない。例えば昇降圧回路を省き、直流に変換された電力を負荷装置に供給してもよ
い。または、整流回路を省き、受電コイル部から出力される交流電力を昇圧または降圧し
て負荷装置に出力してもよい。なお、整流回路１７１は外部からの電源供給なしに動作す
る回路でもよいし、外部からの電源供給を用いて動作する回路でもよい。
【００３２】
　負荷装置１０９は、受電器１０７、１０８から入力される電力を消費または蓄積する装
置である。電力を蓄積する装置の例として、バッテリーである。バッテリーは、受電器１
０７、１０８から出力されるエネルギーを充電する。一方、電力を消費する装置の例とし
て、モータ等がある。ここでは負荷装置１０９は受電器１０７、１０８に共通に１つ設け
られているが、受電器ごとに負荷装置が配置されてもよい。
【００３３】
　受電制御器１１１は、受電器１０７、１０８の動作の起動（オン）および停止（オフ）
を制御する。また、受電制御器１１１は、受電コイル部の電流振幅等、パラメータを制御
してもよい。一例として、昇降圧回路１７２の電圧の変換比を変えることで、受電コイル
部の電流振幅を制御できる。また、受電制御器１１１は無線通信回路を備え、この回路を
用いて、送電制御器１１０と無線通信可能である。これにより受電制御器１１１および送
電制御器１１０で、制御情報を共有できる。無線通信の方式は、無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）など、一般的な無線通信規格でもよいし、独自の無線通信規格でも
よい。
【００３４】
　本実施形態では、送電器、送電コイル部、受電コイル部および受電器部を具備する系統
が複数、並列化されており、動作させる系統を増減することで、伝送できる電力を増大ま
たは減少することが可能である。並列伝送可能にすることで、１系統のみでの電力伝送に
比べて種々の利点がある。
【００３５】
　例えば１系統の場合に、負荷装置で要求される電力が大きくなり、送電する電力を増大
させる場合を考える。並列化しない場合には、各構成要素（送電器、送電コイル、受電コ
イル、受電器）に要求される最大電力（最大電力耐性）が増大する。したがって、各構成
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要素が大型化し、また、高コスト化になる。また、各構成要素間を接続するケーブルが太
くかつ重くなる。またこれによりケーブルを曲げにくくなる。よって、各構成要素の配置
に制限が出る。一方、負荷装置で要求される電力が小さくなり、送電する電力を小さくす
る場合には、各構成要素には、小さな電力で動作することが要求される。したがって、各
構成要素には、広い電力範囲での動作が必要となり、この点でも、大型化および高コスト
化してしまう。
【００３６】
　一方、複数系統で並列伝送する場合には、１系統あたりの最大電力の値を小さくできる
ため、各構成要素の小型化または低コスト化またはこれらの両方が可能となる。また、構
成要素間を接続するケーブルも細く、軽くできる。また、この場合、ケーブルを曲げやす
いため、各構成要素の配置自由度が向上する。また、負荷装置で要求される電力が小さく
なった場合には、動作させる送電器数（系統数）を減らせばよい。よって、各構成要素に
必要な電力範囲を狭くできる。
【００３７】
　電力範囲について、具体例を示す。１系統構成の場合で、最大２０ｋＷ、最小５ｋＷを
伝送する必要がある場合を考える。この場合、最大電力と最小電力の比は４倍である。一
方、複数系統構成の場合、例えば２並列構成の場合、１系統あたり、最大１０ｋＷ、最小
５ｋＷの電力範囲で足りる。最大２０ｋＷが必要な場合は、２つの系統でそれぞれ１０ｋ
Ｗを伝送すればよい。最小５ｋＷを伝送する必要がある場合は、１つの系統で５ｋＷを伝
送し、もう一つを動作停止すればよい。よって、複数系統の場合、最大電力と最小電力の
比は２倍である。このように、並列化によって、最大電力と最小電力の比（すなわち電力
範囲）を狭くできる。
【００３８】
　上記に説明したように、交流電源（商用電源等）から供給されるエネルギーが、送電器
で高周波エネルギーに変換されて、送電コイル部と受電コイル部間の磁気結合を介して無
線伝送される。受電器で、当該高周波エネルギーが直流エネルギーへ変換されて、負荷装
置へ伝達される。
【００３９】
　以下、本実施形態により、受電装置における各受電器が損傷（故障等）から安全に保護
されることを示す。
【００４０】
　受電器が損傷する場合として、受電器が動作（起動）していない状態で、受電器に接続
されている受電コイル部で高周波エネルギーを受ける場合が考えられる。このとき、受電
器の入力電圧が急上昇し、受電器が損傷する場合がある。特に、複数系統で並列伝送を行
う無線電力伝送システムでは、負荷装置の要求電力に応じて、動作させる送電器数を変え
る。このため、受電器を安全に保護するための方法が必要になる。
【００４１】
　図６は、図１の無線電力伝送装置の動作例の説明図である。図６（Ａ）～図６（Ｅ）の
横軸は時間を表す。図６（Ａ）の縦軸は、負荷装置により要求される電力（ここでは負荷
装置はバッテリーとし、当該要求される電力は充電電力に対応する）を表す。図６（Ｂ）
は送電器１の起動（ＯＮ）と停止（ＯＦＦ）を表し、図６（Ｃ）は送電器２の起動（ＯＮ
）と停止（ＯＦＦ）を表し、図６（Ｄ）は受電器１の起動（ＯＮ）と停止（ＯＦＦ）を表
し、図６（Ｅ）は受電器２の起動（ＯＮ）と停止（ＯＦＦ）を表す。
【００４２】
　時刻Ｔ１で充電電力Ｐ１の送電が開始され、負荷装置への充電が開始される。具体的に
は、時刻Ｔ１で受電器１、２をオンにするとともに、２つの送電器１および送電器２をオ
ンする。これにより２並列での無線電力伝送が行われる。このような制御は、送電制御器
１１０と受電制御器１１１間で制御情報を送受信し、送電制御器１１０および受電制御器
１１１が、当該制御情報に基づき、送電器１、２および受電器１、２を制御することで可
能である。
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【００４３】
　なお、この例では、各系統での送電の周波数および振幅は共に同じであるとする。した
がって、送電器１の系統からＰ１／２の電力が送電され、送電器２の系統からＰ１／２の
電力が送電される。受電器１、２は、送電側からそれぞれ受電したＰ１／２の電力を負荷
装置１０９に供給する。これにより、負荷装置１０９は充電電力Ｐ１で充電される。
【００４４】
　次に、時刻Ｔ２で、負荷装置の要求電力がＰ１の２分の１であるＰ２に減少する。この
ため、送電電力をＰ１からＰ２に減少させ、充電電力Ｐ２で負荷装置を充電する。この場
合には、オンにする送電器１つで十分であるため、送電器１、２の一部は動作（オン）を
維持させ、残りを停止（オフ）すればよい。本例では、送電器１の動作（オン）を維持さ
せ、送電器２を停止（オフ）する。しかしながら、受電器１と受電器２は、両者ともに動
作（オン）を維持する。
【００４５】
　受電器１と受電器２の両方とも動作（オン）を維持する理由を説明する。受電器２に接
続されている受電コイル部２は、停止状態の送電器２に接続されている送電コイル部２に
対向して配置されるため、送電コイル部２から高周波電力を受けない。しかし、受電コイ
ル部２と、送電器１に接続されている送電コイル部１との間に不要結合が存在（０より大
きい結合が存在）するため、送電コイル部１から当該不要結合の大きさに応じた高周波電
力を受ける。この不要結合に起因する高周波電力が受電器２に入力されるため、受電器２
を停止すると、受電器２の入力電圧が急上昇し、受電器２が損傷を受ける。
【００４６】
　本実施形態では、このような不要結合に起因して他の系統から高周波電力が受電器に入
力されて、当該受電器が損傷を受けることを防止する。具体的に、動作している（停止さ
せない）送電器と同じ系統に属する受電器のみならず、停止する送電器と同じ系統に属す
る受電器も動作させる（起動を維持する）。すなわち、受電器１、２を２つとも動作させ
ておく。これにより、ある系統の送電器を停止した場合に、当該系統に属する受電器に、
他の系統との不要結合に起因する高周波電力が入力されても、受電器が損傷することを防
止できる。このように、並列無線電力伝送において送電電力を減少させる場合においても
、受電器が破損することを阻止できる。したがって、本実施形態によれば、不要結合の大
きさを気にしないで、送電コイル部と受電コイル部を配置でき、設置の自由度を向上させ
ることができる。
【００４７】
　この後、充電を時刻Ｔ３で終了させる（充電電力を０とする）ときは、時刻Ｔ３で送電
器１を停止させ、時間ΔＡ（一定の時間または任意の時間）後の時刻Ｔ４で、受電器１と
受電器２を停止させる。ここでは受電器１と受電器２の停止を同時に行っているが、受電
器１、２を順番に停止させてもよい。これにより、送電をすべて停止する（充電を終了す
る）際に、各受電器が故障することを防止できる。
【００４８】
　なお、送電の開始の判断、充電電力の変更判断、送電終了の判断は、送電制御器または
受電制御器で行う。送電の開始と終了の場合、開始時刻および終了時刻が、送電制御器ま
たは受電制御器またはこれらの両方に事前に通知されており、送電制御器または受電制御
器が、当該開始時刻および終了時刻に、送電が開始および終了するように、それぞれ制御
を行ってもよい。あるいは、開始の指示および終了の指示が、送電制御器または受電制御
器またはこれらの両方に通知され、当該指示を取得したタイミングで、送電が開始および
終了するよう制御してもよい。また、充電電力の変更（増加または減少）の場合、送電制
御器または受電制御器またはこれらの両方が、当該変更の指示を受信したタイミングで、
充電電力を変更するよう制御してもよい。当該指示は、負荷装置から有線または無線で受
信してもよい。また、予め変更の時刻が送電制御器または受電制御器またはこれらの両方
に指定されており、当該指定された時刻に充電電力を変更するよう制御してもよい。送電
制御器および受電制御器の一方は、把握している内容の制御情報を他方に通知することで
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、制御情報を共有してもよい。
【００４９】
　図７は、図１の無線電力伝送装置の他の動作例の説明図である。図６と異なる点は、時
刻Ｔ１での充電開始時より時間ΔＢ前に、受電器１、２を動作させる。送電器１、２より
先に受電器１、２を動作させることで、送電開始時においても受電器１、２を損傷から保
護できる。
【００５０】
　図６および図７の例では、送電の途中で充電電力を減少させる場合の制御の例を示した
が、充電電力を増加させる場合は、図７の充電開始時の動作例に倣えばよい。すなわち、
追加で起動する系統について、先に受電器をオンにし、その後で送電器をオンにすればよ
い。
【００５１】
　本実施形態では、系統数が２の場合を示したが、３以上の場合も同様にして実施できる
。
【００５２】
　以上、本実施形態によれば、負荷装置での要求電力（充電電力等）が減少して複数の送
電器のうちの一部を停止させる場合にも、当該停止させる送電器と同じ系統に属する受電
器の動作を維持する（当該受電器をオンにしたままにする）ことで、当該受電器を損傷か
ら保護できる。
【００５３】
（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、複数の送電器のうちの一部の送電器を停止させる場合に、当該停
止させる送電器と同じ系統に属する受電器は無条件にオンを維持した（すなわち一部の送
電器の停止に拘わらず、すべての受電器をオンにした）。本実施形態では、そのような受
電器については、当該受電器に接続される受電コイル部と、他の系統（送電器が動作状態
の系統）の送電コイル部との間の結合係数に応じて、オンを維持するか、オフにするかを
制御する。
【００５４】
　具体的に、動作している送電器に接続されている送電コイル部と、動作をオフにする送
電器と同じ系統に属する受電コイル部との結合係数が、あらかじめ設定した閾値よりも大
きい、あるいは、等しい場合は、受電コイル部に接続されている受電器の動作（オン）を
維持する。また、当該結合係数が、あらかじめ設定した閾値よりも小さい受電コイル部に
接続されている受電器の動作は停止させる（オフにする）。このことにより、すべての受
電器を動作させる第１の実施形態に比べて、動作させる受電器の数を減らせるので、低消
費電力化の効果を得られる。
【００５５】
　第１の実施形態の説明で用いた図１に基づき、具体例を示す。送電器２の動作を停止さ
せる場合を考える。このとき、受電コイル部２と送電コイル部１の結合係数が閾値以上で
あれば、受電器２を動作させたままにする。これにより、受電コイル部２と送電コイル部
１間の不要結合に起因して受電器２に高周波電力が入力されることによる損傷を防止でき
る。
【００５６】
　一方、受電コイル部２と送電コイル部１の結合係数が閾値未満であれば、受電器２を停
止させる。受電コイル部２と送電コイル部１の結合係数が閾値未満であれば、受電コイル
部２と送電コイル部１間の不要結合に起因して受電器２に高周波電力が入力されても、受
電器２のダメージは無視できるほど小さいといえる。よって、この場合、受電器２を停止
させることで、不要な消費電力を削減し、低消費電力化の効果が得られる。よって、不要
結合の結合係数が閾値未満（損傷を無視できる）と判断した場合には、受電器を停止させ
ることが有効となる。
【００５７】
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　各受電コイル部の閾値は、あらかじめ各受電コイル部に接続されている受電器の損傷を
計測（破損の有無等を計測）することで、決定すればよい。不要結合量（結合係数）は、
あらかじめ各受電コイルを、他の系統に属する送電コイル部と組み合わせて、計測してお
けばよい。なお、３つ以上の系統の場合、１つの受電コイル部が２つ以上の送電コイル部
と不要結合する場合があるが、この場合、それぞれ送電コイル部との不要結合の合計また
はそれらのうちの最大値等を、代表の不要結合量（結合係数）として用いればよい。
【００５８】
　なお、実際に受電器を停止させるか否かを判断するにあたっては、上記の測定の結果を
利用して、どの送電器を動作させるかに応じて、事前に停止させる受電器を定めておけば
よい。例えば図１において、受電コイル部２と送電コイル部１の結合係数（不要結合量）
が閾値未満であることが事前に測定により分かっていれば、送電器２を停止した場合には
受電器２を一定時間後または任意の時間後に停止させるよう事前にプログラムしておけば
よい。リアルタイムに不要結合量を測定する必要はない。ただし、リアルタイムに不要結
合量を測定してもかまわない。
【００５９】
　このように、一部の送電器を停止させる場合、当該一部の送電器と同じ系統に属する受
電コイル部と、その他の動作している送電器に接続された送電コイル部との結合係数（不
要結合量）が閾値未満のときは、その受電器の動作は停止させる。これにより、無線電力
伝送装置の低消費電力化の効果を得ることができる。
【００６０】
　図８は、本実施形態に係る無線電力伝送装置における制御の一例のフローチャートであ
る。
【００６１】
　送電制御器または受電制御器は、負荷装置の要求電力に応じて、動作させる１つまたは
複数の送電器を選択する（ＳＴＥＰ１、ＳＴＥＰ２）。送電制御器および受電制御器のう
ち受電制御器が送電器の選択を行った場合、選択した送電器を特定する情報を送電制御器
に送信する。
【００６２】
　送電制御器または受電制御器は、選択された送電器に応じて、動作させる受電器を選択
する（ＳＴＥＰ３）。具体的に、選択された送電器と同じ系統に属する受電器を選択する
。また、選択されていない送電器と同じ系統に属する受電器については、当該受電器に接
続されている受電コイル部と、選択された送電器に接続されている送電コイル部との結合
係数（不要結合量）に応じて、選択するかを判断する。一例として、結合係数が閾値未満
であれば、当該受電器を選択せず、閾値以上であれば、当該受電器を選択する。不要結合
の対象となる送電コイル部が複数存在するときは、最大の結合係数、結合係数の合計など
、任意の代表値を用いて、同様の判断を行えばよい。送電制御器および受電制御器のうち
送電制御器が受電器の選択を行った場合、選択した受電器を特定する情報を受電制御器に
送信する。
【００６３】
　受電制御器は、ＳＴＥＰ３で選択された受電器を動作させる（オンにする）（ＳＴＥＰ
４）。受電器がオンにされた後、送電制御器が、ＳＴＥＰ２で選択された送電器を動作さ
せる（オンにする）（ＳＴＥＰ５）。受電制御器は、受電器をオンにした後、その旨の情
報を送電制御器に送信してもよい。この場合、送電制御器は、当該情報を受信した後で、
送電器をオンにすればよい。
【００６４】
　送電制御器または受電制御器は、負荷装置の要求電力が減少するかを判断し、減少しな
い場合、一定時間（規定時間）充電した後、同様の判断を行うことを繰り返す（ＳＴＥＰ
６、ＳＴＥＰ７）。例えば外部（負荷装置等）から要求電力の減少指示が入力されたかを
判断してもよい。または、予め定めた時間が経過した場合に電力を減少させることが予め
プログラムされている場合は、充電開始から当該時間が経過したことをもって、要求電力
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を減少させると判断してもよい。または、負荷装置の充電量が一定値に達した場合に要求
電力を下げる場合は、当該負荷装置の充電容量を検出し、検出値が一定値に達した場合に
、要求電力を下げることを決定してもよい。ここで述べた例は一例であり、他の方法で判
断してもよい。
【００６５】
　送電制御器または受電制御器は、要求電力が減少することを決定した場合は、停止させ
る送電器を選択する（ＳＴＥＰ８）。選択の方法は、減少後の送電電力を送電可能な限り
、任意でよい。また、ＳＴＥＰ３と同様にして、選択した送電器と同じ系統に属する受電
器については、受電コイル部と他の系統の送電コイル部間の不要結合量と、閾値とに基づ
き、停止させるかを判断する（ＳＴＥＰ９）。停止させる場合は、その受電器を停止対象
として選択する。送電制御器は、ＳＴＥＰ８で選択された送電器を停止し（ＳＴＥＰ１０
）、次に、受電制御器は、ＳＴＥＰ９で選択された受電器を停止させる（ＳＴＥＰ１１）
。
【００６６】
　次に、送電制御器または受電制御器は、負荷装置の要求電力が減少するかを判断し（Ｓ
ＴＥＰ１２）、減少しない場合は、一定時間（規定時間）充電を継続した後（ＳＴＥＰ７
）、ＳＴＥＰ１２の判断を再度行う。負荷装置の要求電力の減少が充電停止（例えば要求
電力がゼロ）の場合は、動作している全ての送電器を停止し（ＳＴＥＰ１４）、次に、動
作している全ての受電器を停止させる（ＳＴＥＰ１５）。これにより、負荷装置の充電が
終了となる。一方、充電停止でない場合は、ステップＳ８に戻り、停止させる送電器の選
択を行う。
【００６７】
　本フローチャートに示した制御によって、充電開始時、要求電力減少時、充電終了時全
ての段階で、受電器を損傷から保護することが可能となり、かつ無線電力伝送装置の消費
電力を低減できる。
【００６８】
　図９は、本実施形態に係る無線電力伝送装置のブロック図である。第１の実施形態（図
１）では系統数が２であったが、ここでは系統数が４の場合の構成例を示す。すなわち、
図１に示した送電装置に、送電器１２１、１２２（送電器３、４）と、送電コイル部１２
３、１２４（送電コイル部３、４）が追加されている。図１に示した受電装置に、受電器
１２７、１２８（受電器３、４）と、受電コイル部１２５、１２６（受電コイル部３、４
）が追加されている。送電制御器１１０は、送電器１、２に加え、送電器３、４を制御す
る。受電制御器１１１は、受電器１、２に加え、受電器３、４を制御する。送電制御器１
１０および受電制御器１１１は、上述した第２の実施形態に係る動作（図８等）を実行す
る。
【００６９】
　図９の無線電力伝送装置の動作の具体例を述べる。最初、送電器１～４のすべてと、受
電器１～４のすべてが起動しており、ある電力Ｐの伝送が行われているとする。各系統で
は同じ電力（Ｐ／４）が伝送されるとする（図８のＳＴＥＰ１～５）。送電の途中で、負
荷装置の要求電力が減少し、Ｐの３／４になったとする（ＳＴＥＰ６、ＳＴＥＰ７）。送
電を停止する送電器として、ここでは、送電器４を選択する（ＳＴＥＰ８）。選択は任意
に行ってもよいし、送電器を停止する順序を事前に定義しておいてもよい。送電器４に対
応する受電器４について、受電コイル部４と送電コイル部１～４との不要結合量（結合係
数）に応じて停止させるかを判断する。ここでは、受電コイル部４と送電コイル部３との
不要結合量とが閾値以上であるとして、受電器４を停止させない（起動を維持する）こと
を決定する（ＳＴＥＰ９）。よって、選択した送電器４を停止し（ＳＴＥＰ１０）、受電
器４は停止させない。
【００７０】
　次に、ある時間の経過後、負荷装置の要求電力がさらに減少し、Ｐの１／２になったと
する（ＳＴＥＰ１２、ＳＴＥＰ１７）。送電を停止する送電器として、ここでは、送電器
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３を選択する（ＳＴＥＰ８）。送電器３に対応する受電器３について、受電コイル部３と
送電コイル部１、２との不要結合量（結合係数）に応じて、停止させるかを判断する。こ
こでは、受電コイル部３と送電コイル部１、２との不要結合量がそれぞれ閾値未満である
として、受電器３を停止させることを決定する（ＳＴＥＰ９）。また、送電器３を停止さ
せる場合に、受電コイル部４と送電コイル部３との不要結合量も閾値未満になるため、受
電器４も停止させることを決定する。よって、選択した送電器３を停止し（ＳＴＥＰ１０
）、受電器３、４を停止させる（ＳＴＥＰ１１）。
【００７１】
　次に、ある時間の経過後、負荷装置の要求電力がさらに減少し、Ｐの１／４になったと
する（ＳＴＥＰ１２）。送電を停止する送電器として、ここでは、送電器２を選択する（
ＳＴＥＰ８）。送電器２に対応する受電器２について、受電コイル部２と送電コイル部１
との不要結合量（結合係数）に応じて停止させるかを判断する。ここでは、受電コイル部
２と送電コイル部１との不要結合量が閾値以上であるとして、受電器２を停止させないこ
とを決定する（ＳＴＥＰ９）。よって、選択した送電器２を停止し（ＳＴＥＰ１０）、受
電器２は停止させない（ＳＴＥＰ１１）。
【００７２】
　以上、本実施形態によれば、不要結合量が閾値未満の受電コイル部に接続された受電コ
イル部は停止することにより、無線電力伝送装置の低消費電力化の効果を得ることができ
る。
【００７３】
（第３の実施形態）
　図１０に、第３の実施形態に係る無線電力伝送装置を示す。第１の実施形態では１つの
系統は１つの送電器、送電コイル部、受電コイル部、受電器を具備していたが、第３の実
施形態では、２つの副送電器と、２つの副送電コイル部と、２つの副受電コイル部と、２
つの副受電器で構成される。
【００７４】
　より詳細には、図１０において、１つ目の系統は、２つの副送電器３０１、３０２と、
２つの副送電コイル部３０３、３０４と、２つの副受電コイル部３０５、３０６と、２つ
の副受電器３０７、３０８で構成される。２つ目の系統は、２つの副送電器３１１、３１
２と、２つの副送電コイル部３１３、３１４と、２つの副受電コイル部３１５、３１６と
、２つの副受電器３１７、３１８で構成される。図１０の例では系統数は２であるが、３
以上でもかまわない。また各系統の送電電力は、同じであっても異なってもかまわない。
また、各系統の送電周波数は、同じであっても異なってもかまわない。
【００７５】
　送電制御器１１０は、系統ごとに、２つの副送電コイル部に流れる電流位相が逆位相に
なるように、２つの副送電器を制御する。すなわち、１つ目の系統における２つの副送電
コイル部３０３、３０４に流れる電流位相が逆位相になるように、２つの副送電器３０１
、３０２を制御する。換言すれば、２つの副送電コイル部３０３、３０４に流れる電流の
総和が最小または閾値以下になるように、２つの副送電器３０１、３０２で生成する交流
電流の振幅および位相を制御する。また、２つ目の系統における２つの副送電コイル部３
１３、３１４に流れる電流位相が逆位相になるように、２つの副送電器３１１、３１２を
制御する。換言すれば、２つの副送電コイル部３１３、３１４に流れる電流の総和が最小
または閾値以下になるように、２つの副送電器３１１、３１２で生成する交流電流の振幅
および位相を制御する。この構成により、無線電力伝送装置から漏洩する漏洩電磁界を削
減できる。なお、副送電コイル部３０３、３０４で生成する交流電流の振幅は同じである
とするが、異なる場合もあり得る。同様に、副送電コイル部３１３、３１４で生成する交
流電流の振幅は同じであるとするが、異なる場合もあり得る。
【００７６】
　無線電力伝送装置では、コイルに高周波電流が流れるため、この高周波電流を波源とし
て漏洩電磁界が発生する。ここで、２つのコイルに流れる電流位相が逆位相の場合、２つ
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のコイルから漏洩する電磁界は打消し効果により、削減される。本実施形態では、系統毎
に、２つの副送電コイル対に流れる電流位相を逆位相として、この効果を得ている。ここ
で、副送電コイル対に流れる電流の周波数および振幅は同一とする。この結果、打消し効
果が得られる。
【００７７】
　一方、系統毎の送電周波数は任意でよい。全ての系統で送電の周波数を同一としてもよ
いし、異なった周波数としてもよい。例えば、１つ目の系統の周波数をｆ１（例えば副送
電コイル部１１と副送電コイル部１２の共振周波数がｆ１）、２つ目の系統の周波数をｆ
２（例えば副送電コイル部２１と副送電コイル部２２の共振周波数ｆ２）とする。ｆ１と
ｆ２は異なる周波数である。
【００７８】
　系統間で送電周波数を同一とした場合には、利用周波数を１個にできる利点がある。し
かしながら、逆位相による打消しで抑圧しきれなかった漏えい電磁界が、系統間で加算さ
れ、漏えい電磁界が増大する可能性がある。一方、系統毎に送電周波数を異なるようにし
た場合には、逆位相による打消しで抑圧しきれなかった漏えい電磁界は、周波数軸上で重
ならない利点がある。しかしながら、２つの周波数を利用しなければいけないため構成が
複雑になる可能性がある。また周波数は、各国の事情などで制限される場合があり、２つ
の周波数を利用できない場合もある。
【００７９】
　なお、本実施形態では、副送電器の数が２であったが、３以上でもよい。例えば、副送
電器の数が３の場合には、高周波電流の位相差が１２０度となるように３つの副送電器を
動作させれば、それぞれに接続された３つの副送電コイル部からの漏洩電磁界は打消し関
係となる。
【００８０】
　本実施形態のその他の動作は、第１の実施形態と同様である。本実施形態において、あ
る系統からの送電を停止する場合、当該系統内のすべての副送電器を停止させればよい。
また、本実施形態では、ある系統における受電動作を停止させる場合、ある系統内のすべ
ての副受電器を停止させればよい。
【００８１】
　また、送電を停止するある系統内の各副受電コイル部について、送電を行う他の系統内
の各副送電コイル部との間の結合量（不要結合量）のうち最大のものを、当該ある系統と
他の系統との間の不要結合量として用いてもよい。当該不要結合量が閾値未満であれば、
当該ある系統内のすべての副受電器の動作を停止し、閾値以上であれば、当該ある系統内
のすべての副受電器の動作を維持するようにしてもよい。
【００８２】
（第４の実施形態）
　図１１に、第１～第３のいずれかの実施形態に係る無線電力伝送装置を鉄道に適用した
例を示す概略平面図である。電車のような連結車両が、線路上を走行する。図では、説明
のため、連結車両が線路の脇に沿って示されているが、実際には、連結車両は線路上に配
置される。
【００８３】
　３つの車両５０１、５０２、５０３に、２個ずつ受電コイル部が搭載されている。車両
５０１に受電コイル部１、２が搭載され、車両５０２に受電コイル部３、４が搭載され、
車両５０３に受電コイル部５、６が搭載されている。また各車両には、２つの受電コイル
部に接続される２つの受電器と、負荷装置とも配置されている（図示せず）。負荷装置と
しては、電力を消費する冷房等の機器、電力を蓄積するバッテリー等がある。
【００８４】
　車両５０１～５０３に対向するように線路５０４上に複数の送電コイル部１～６が配置
されている。送電コイル部１、２は受電コイル部１、２に対向し、送電コイル部３、４は
受電コイル部３、４に対向し、送電コイル部５、６は受電コイル部５、６に対向している
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。このような対向関係になるように、線路５０４に連結車両が停止している。
【００８５】
　送電コイル部１、２に接続された２つの送電器、送電コイル部３、４に接続された２つ
の送電器、送電コイル部５、６に接続された２つの送電器、およびこれらの送電器に交流
電圧を供給する１つまたは複数の交流電源が、線路内または線路の近傍に配置されている
。
【００８６】
　送電コイル部１、２から送電される高周波エネルギーは、受電コイル部１，２を介して
車両５０１の負荷装置に供給される。送電コイル部３、４から送電される高周波エネルギ
ーは、受電コイル部３，４を介して車両５０２の負荷装置に供給される。送電コイル部５
、６から送電される高周波エネルギーは、受電コイル部５、６を介して車両５０３の負荷
装置に供給される。
【００８７】
　車両に搭載される機器の違いに応じて、車両ごとに要求する要求電力が異なる場合があ
る。本実施形態の無線電力伝送によれば、車両ごとに要求電力が異なったり、要求電力が
増減したりしても、各車両に搭載された受電器にかかる損傷を抑制しつつ、無線電力伝送
が可能となる。
【００８８】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００８９】
１００：交流電源
１０１、１０２、１２１、１２２：送電器
１０３、１０４、１２３、１２４：送電コイル部
１１０：送電制御器
１０５、１０６、１２５、１２６：受電コイル部
１０７、１０８、１２７、１２８：受電器
１０９：負荷装置
１１１：受電制御器
１３１：コンバータ
１３２：インバータ
２８２、２８２ａ、２８２ｂ：容量
２９２、２９２ａ、２９２ｂ：コイル
１７１：整流回路
１７２：昇降圧回路
３０１、３０２、３１１、３１２：副送電器
３０３、３０４、３１３、３１４：副送電コイル部
３０５、３０６、３１５、３１６：副受電コイル部
３０７、３０８、３１７、３１８：副受電器
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